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支給対象となる可能性のある方へ

臨時福祉給付金（経済対策分）の申請書を発送します
　消費税引き上げの影響を踏まえて、所得の低い方々への負担を考慮し、暫定的・臨時的な措置として臨時福
祉給付金を支給します。対象となる可能性がある方には4月21日㈮に申請書を発送しますので、申請書が届い
た方は、ご自身が該当されるかを確認し、お手続きください。
※DV被害者で、他の市町村から住民票を移さずに清瀬市にお住まいの方は、ご相談ください。

４月
21日
発送
じゃ
！

　お手元に申請書が届いたら、申請書に記入・押印
のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください（原
則、郵便受付）。
　添付書類は原則必要ありませんが、振込口座を変
更される場合は、通帳もしくはキャッシュカードの
コピーを添付してください。

　平成28年度臨時福祉給付金を受け取っていない方
は、下記の手順で申請してください。
①ご自身が臨時福祉給付金の支給対象要件にすべて
　当てはまるかご確認ください。
②支給要件すべてに該当する場合は、申請書に必要
　事項を記入してください。
③必要な書類を添付のうえ、ご返送ください（原則、
　郵便受付）。必要書類については、申請書に同封
　の案内をご確認ください。

　給付金は、指定された口座への振り込みとなります。

臨時福祉給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の不正入手にご注意を
　市役所や厚生労働省などが、次のようなことをお願いすることは絶対にあり
ません。
○ATMの操作をお願いすること
○ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうこと
○「臨時福祉給付金」の給付のために、手数料などの振り込みを求めること
○市役所や厚生労働省などが、市民の皆さんの世帯構成などの個人情報を照会
　すること
　自宅や職場などに不審な電話や郵便があった場合は、迷わず下記コールセン
ターや東村山警察署☎042・393・0110（または警察相談専用電話（＃9110）にご
連絡ください。

【参考】住民税が課税されない所得水準の目安（非課税限度額）
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区分 非課税限度額※
（給与収入ベース）

単身 100万円
夫婦（配偶者を扶養） 156万円

夫婦子１人
（配偶者と子ども１人を扶養） 205.7万円

夫婦子２人
（配偶者と子ども２人を扶養） 255.7万円

第２期 第１期
申込み

期間
機器

設置日
申込み

期間
機器

設置日
12
月
１
日
～

平
成
30
年
２
月
２
日

７
月
１
日
～
12
月
31
日

６
月
１
日
～
８
月
４
日

１
月
１
日
～
６
月
30
日

公
的
年
金
等
受
給
者

区分 非課税限度額※
（年金収入ベース）

単身
65歳以上 155万円

65歳未満 105万円

夫婦
（配偶者を扶養）

65歳以上 211万円

65歳未満 171.3万円

※生活保護基準の１級地（東京都23区等）における非課税限度額

平成29年度申込み期間

　以下のすべてを満たす方です。

□平成28年１月１日に清瀬市の住民であった。
□平成28年度の住民税（均等割）が非課税である。
□課税されている人の扶養親族等になっていない。
□生活保護などの受給者ではない。

※平成28年度臨時福祉給付金（3,000円）の支給対象
者と同じです。（支給要件を満たしているにも関わ
らず、給付金を受け取っていない方も含みます）
※扶養者（専従者の場合は事業主）が課税されてい
る場合は対象外となります。
※他市町村在住の方に扶養されている場合も申請書
が発送されます。扶養者が非課税の場合は、支給対
象になりますので同封の案内を確認のうえ、申請し
てください。

◆平成28年度臨時福祉給付金を受け取った方
（継続申請）

◆平成28年度臨時福祉給付金を受け取っていない方
（新規申請）

　市では、臨時福祉給付金などのお問い合わせに対応するため、4月１日から
専用コールセンターを開設します。また、厚生労働省でも専用ダイヤルを設置
しています。 ぜひご利用ください。
▪清瀬市臨時福祉給付金専用コールセンター   0120・999・334（平日午前9時
　～午後5時）
▪厚生労働省「臨時福祉給付金」専用ダイヤル☎0570・0
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平成28年１月１日に清瀬市の住民でしたか？

平成28年度分の住民税が課税されましたか？

平成28年度分の住民税が課税されている方の
扶養親族等になっていましたか？

生活保護を受けていますか？

平成28年度臨時福祉給付金を受給しましたか？

お引越し前の市区町村に
お問い合わせください
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支給対象者診断チャート

臨時福祉給付金（経済対策分）の支給対象者となる可能性があります

申請期間　4月21日㈮～7月３1日㈪
支給額　　15,000円（支給は一回限り）

　対象者は？

　申請方法は？

　給付金の支給について
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